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当社は、金融サービスを提供するにあたり、お客様の利益が不当に害されることのないよう、関連

法令に従って当社または当社グループ会社の利益とお客様の利益が相反するおそれのある取引を適

切に管理いたします。 

1. 利益相反のおそれのある取引の類型等 

 

当社または当社グループ会社とお客様の利益が相反するおそれのある取引の類型としては、例え

ば次のようなものが想定されます。 

 

• お客様の利益が犠牲になることにより、当社または当社グループ会社が経済的利益を得るか

あるいは経済的損失を避ける可能性がある場合 

• お客様と取引を行う相手方のために取引を行う場合 
 

• お客様と取引を行う相手方との間の、お客様と競合することになる取引を行う場合 
 

• お客様の非公開情報を利用して、当社または当社グループ会社が利益を得る場合 
 

• 当社または当社グループ会社が同一の取引に複数の立場で関与することにより、お客様が通

常の取引条件と同様の条件での取引ができなくなる場合 

2. 利益相反管理の対象となる会社の範囲 

 

当社は、Bloomberg L.P.その他の当社の関係会社が関わる取引を金融商品取引法に基づく利益相

反管理の対象とします。 

3. 利益相反のおそれのある取引の管理の方法 

 

当社は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法を選択し、

または組み合わせることによりお客様の保護を適正に確保いたします。 

 

• 対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法 
 

• 対象取引又はお客様との取引の条件又は方法を変更する方法 
 



• 対象取引又はお客様との取引を中止する方法 



• 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて当該お客様に適

切に開示する方法 

4. 当社における利益相反管理体制 

 

営業部門で発生する利益相反のおそれのある取引は適切に特定され、上記の利益相反管理の方法

に従って適切に管理されます。利益相反管理統括部署が、利益相反のおそれのある取引の特定及

び利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。利益相反管理統括部署は定期的に又は

その都度営業部門より対象取引の利益相反管理状況等の報告を受け、必要に応じて、利益相反管

理に係る手続や利益相反管理体制の見直しを行います。お客様の利益が不当に害されるおそれが

ある場合は、必要に応じて、利益相反管理統括部署が当社等の営業部門に対する適切な利益相反

管理の実施を指示し、または対象取引の見直しを行います。 

 

 

 
以上 


